
   佐倉市農業委員会の委員の候補者の推薦の求め及び募集に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以

下「法」という。）及び農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省

令第２３号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、佐倉市農業委員会の

委員（以下「委員」という。）の候補者の推薦の求め及び募集について、必要な

事項を定めるものとする。 

 （委員の推薦） 

第２条 市長は、法第９条第１項の規定により農業者に対し候補者の推薦を求め

るときは、農業者３人以上からの推薦を受けた候補者の推薦を求めるものと

する。 

 （推薦及び募集の手続） 

第３条 省令第５条第１項の書類は、法第９条第１項の規定による農業者等によ

る推薦にあっては佐倉市農業委員会委員推薦書（個人推薦用）（別記様式第１号）

又は佐倉市農業委員会委員推薦書（団体推薦用）（別記様式第２号）、委員にな

ろうとする者の募集にあっては佐倉市農業委員会委員応募書（別記様式第３号）

とする。 

 （補則） 

第４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１１月１５日から施行する。 

 


